
インターネット写真販売サービス利用規約 

 

 

この「インターネット写真等販売サービス利用規約」（以下、「本規約」 といいます。）は、

「PHOTOぽち」と 利用者（以下に定義する。）の間において、株式会社フォト企画えがし

ら  （以下、「PC」といいます。）が運営する本サイト（以下に定義しま す。）を用いて利用

者が本商品（以下に定義します。）の販売を行う ことを可能とするサービス（以下、「本サ

ービス」といいます。）の利用に 関する基本的な事項を規定するものです。利用者は、本規

約が利用 者と PHOTOぽちの間の本サービスの利用契約（以下「利用契約」といいま す。）

の内容として適用されることをご承諾のうえ、本サービスを利用す るものとします。 

 

 

 

第１条 定義  

本規約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するもの とします。  （１）「本

サイト」とは、PCが運営するオンラインの写真閲覧・購入サー ビスを提供するWEBサイ

トである「PHOTO ぽち」上で提供される「   」（URL：）及び「   」（URL：）

を意味するものとします。  （））「利用者」とは、本サイトを利用して写真等の販売をする

者を意 味するものとします。 （３）「イベント」とは、撮影の対象となるイベントを意味

するものとしま す。 （４）「参加者等」とは、イベントの参加者その他撮影の対象となる

者 を意味するものとします。 （５）「本購入者等」とは、参加者等その他本サイトを介し

て本商品 を購入することが出来る者として利用者が指定する者を意味するものと します。 

（６）「販売登録」とは、イベント毎に締結される本サービスの利用に 関する個別の契約を

意味するものとします。  （））「本写真等」とは、利用者が自ら又はカメラマンを手配して

イベン トにて撮影した参加者等の写真及び動画の総称を意味するものとしま す。 （８）

「本商品」とは、本写真等を利用して製作される商品（本写真 等の二次的著作物を商品化

する場合にはこれも含みます。）を意味 するものとします。  （））「販売ページ情報」とは、

イベント毎に本サイト内に作成される行 事登録ページ、行事詳細ページ、本商品の販売ペ

ージのURL及び閲 覧パスワードを意味するものとします。  （10）「回収金額」とは、規定

に基づき PHOTOぽちが受領 した利用者が購入者等に対して販売した本商品の代金（再掲

載扱 いの販売価格変更後を含みますが、本商品の配送手数料を含みませ ん。）を意味する

ものとします。 

 

 

 

 



第）条 規約の適用  

１．本規約は、利用者と PHOTOぽちとの間で締結される利用契約及び全て の販売登録に

適用されるものとします。  

）．PHOTOぽちが本規約とは別に本サービスの利用に関する規約又は諸規 定を定めてい

る場合には、後記第３条に定める PHOTOぽちからの通知ととも に、本規約の一部を構成

するものとします。  

３．PC が本サイトの利用規約その他本サイトを利用者が利用すること に関して適用され

る利用規約等を定めている場合には、利用者は、当 該利用規約等の内容を参照のうえ、当

該利用規約を遵守することとし ます。  

４．本規約と前二項の規約、諸規定、通知の内容が矛盾する場合に は、当該通知、当該諸

規定、当該規約、本規約の順で優先して適用 されるものとします。 

 

 

 

第３条 本サービスの利用許諾 

 PHOTOぽちは、利用者が、本サイト上に販売登録を行ったうえで掲載する写 真等を本購

入者等に閲覧させ、本購入者等に対して本商品を販売す る目的（以下「本利用目的」とい

う。）において、本サイトを、利用契 約が定める範囲内において、非独占的、譲渡不可、担

保提供不可、 及び再利用許諾不可の態様で利用することを許諾します。 

 

 

 

 

第４ 利用契約 

１．本サービスの利用を希望する者（以下、「利用希望者」といいま す。）は、本規約に同

意の上、PHOTOぽち所定の利用申込書（以下、「利 用申込書」といいます。）に自己の名

称及び住所、連絡先となる電子 メールアドレス、自己名義の銀行口座に関する情報その他

PHOTO ぽちが別途 指定する事項を記載した上で、これを PHOTO ぽちに提出する方法

により利用 契約の申込（以下、「利用契約申込」といいます。）を行うものとしま す。利用

申込書に記載の内容は、本規約とともに利用契約を構成する ものとします。  

）．利用希望者は、利用契約申込の際に虚偽の内容を記入しては ならないものとします。 

３．PHOTOぽちは、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、 利用契約の

申込を承諾しないことがあります。なお、PHOTOぽちは、利用希 望者に対し、利用契約

申込を承諾しない理由を開示又は説明する義 務を一切負わないものとします。  （１）利用

契約申込の際に記入された内容に虚偽、誤記又は記入 漏れがあった場合  （））利用希望者

に本サービスを提供することが PHOTO ぽちの業務遂行上 又は技術上支障があると



PHOTOぽちが判断した場合（本サイトの運営に係 る業務遂行上又は技術上の支障がある

と PC が判断し PHOTO ぽちに通知し、 当該通知内容が正当であると PHOTO ぽちが判

断した場合を含みます。）  （３）利用希望者が本規約上の義務を怠るおそれがあると PHOTO

ぽちが判 断した場合  （４）利用希望者が過去に本規約に違反したことなどにより利用契約 

又は販売登録を解除されていたことが判明した場合（過去に利用希 望者が本規約に相当す

る規約に基づく契約を PC との間で締結していた 場合には、当該規約に基づきこれらの措

置を講じられていた場合を含み ます。） （５）その他、利用希望者からの利用契約申込を

承諾することが適 当でないと PHOTOぽちが判断した場合  

４．利用契約は、PHOTOぽちが利用希望者に対して PHOTOぽちが別途定める方 法によ

り利用契約申込を承諾する旨の意思表示を発信した時点で成 立するものとします。  

５．利用契約の有効期間は、利用契約の成立日から１年間とします。 但し、期間満了の１

か月前までに利用者又は PHOTO ぽちから相手方に対し 書面又は電子メールにより利用

契約の更新を拒絶する意思表示がなさ れない限り、利用契約は更に１年間同一条件にて更

新されるものとし、以後も同様とします。但し、条件の変更は、利用者又は PHOTO ぽち

から相手 方に対し書面又は電子メールにより協議の旨を申しでるものとする。 ６．利用契

約成立の際に利用者と PHOTO ぽちとの間で合意した事項は、利 用者と PHOTO ぽちと

の間で締結される全ての販売登録に適用されるものとし ます。但し、利用契約成立の際に

利用者と PHOTOぽちとの間で合意した事 項と販売登録の内容が矛盾する場合には、販売

登録の内容が優先し て適用されるものとします。 

 

 

 

 

第５条 PHOTOぽちからの通知 

１．PHOTO ぽちは、本サイト上での掲示、電子メールの送信又は文書の送 付その他

PHOTOぽちが適当と判断する方法により、利用者に対し、随時必 要な情報を通知するも

のとします。利用者は、当該通知が本サイトの利 用方法に関するものである場合には、当

該利用方法を遵守する必要 があることを確認し、当該遵守をすることに異議なく承諾する

ものとします。  

）．前項の通知は、PHOTOぽちが当該通知を本サイト上に掲示し、電子 メールを送信し、

文書を発送し、又はその他の方法により発信した時点 から効力を生じるものとします。  

３．第１項の通知は、PHOTO ぽちに代わって PC がこれを実施することがあり ます。か

かる PC が行った通知は、その内容に照らして当該通知内容を 利用者に適用しないことが

明確である場合を除き、PHOTOぽちが実施したも のとみなして前二項の規定を適用する

ものとします。 

 



 

 

 

第６条 販売登録 

１．利用者は、PHOTOぽちが利用契約成立後に本サイト上において提供さ れる利用者専

用の管理画面（以下、「管理画面」といいます。）を利 用して、イベント毎に、以下の各号に

定める事項を入力して PHOTO ぽちに送 信する方法により販売登録の申込（以下、「販売

登録申込」といいま す。）を行うものとします。 （１）イベントの名称及び開催日 （））

イベント主催者（イベント又は行事等の開催を企画運 営する者をいう。以下同じ。）の名称

及び住所  （３）本サイトにおいて写真等の掲載及び商品の販売を行うこと を希望する当初

の期間（以下、「当初掲載期間」といいます。） （４）当初掲載期間経過後に引き続き本サ

イトにおいて本写真等の 掲載及び本商品の販売を行うこと（以下、総称して「再掲載」と

いいま す。）を希望するかどうか  （５）本商品の販売価格（消費税相当額込みの金額）  （６）

その他 PHOTOぽちが別途指定する事項 ）．利用者は、再掲載を希望した場合には、本商

品の配送先の変更 その他の事由により、追加的な費用が生じることがあること及びその負

担 を行うことにあらかじめ同意するものとします。  

３．利用者は、販売登録申込の際に虚偽の内容を入力してはならな いものとします。  

４．PHOTOぽちは、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、 販売登録申

込を承諾しないことがあります。なお、PHOTOぽちは、利用者に 対し、販売登録申込を

承諾しない理由を開示又は説明する義務を一 切負わないものとします。  （１）販売登録申

込の際に記入された内容に虚偽、誤記又は記入 漏れがあった場合  （））販売登録申込に係

るイベントについて本サービスを提供すること が PHOTO ぽちの業務遂行上又は技術上

支障があるとPHOTOぽちが判断した場合  （本サイトの運営に係る業務遂行上又は技術上

の支障があると PC が 判断し PHOTO ぽちに通知し、当該通知内容が正当であると

PHOTOぽちが判断した ときを含みます。） （３）利用者が本規約上の義務を怠るおそれ

があると PHOTO ぽちが判断し た場合 （４）利用者が過去に本規約に違反したことなど

により販売登録申込 に係るイベントと同種又は類似のイベントについて販売登録を解除

され ていたことが判明した場合（過去に利用希望者が本規約に相当する 規約を PCとの間

で締結していた場合には、当該規約に基づき当該措 置を講じられていた場合を含みます。） 

（５）その他、利用者からの販売登録申込を承諾することが適当でな いと PHOTOぽちが

判断した場合  

５．PHOTOぽちは、販売登録申込みを承諾する場合には、利用者に対して 遅滞なく販売

ページ情報を通知するものとし、PHOTOぽちが当該通知を発信 した時点で販売登録が成

立するものとします。 

 

 



 

 

 

 

第）条 担当業務 

１．利用者は、イベント毎に、以下の各号の業務（以下、「本件業 務」といいます。）を行

うものとします。  （１）管理画面を利用して販売登録申込を行うこと  （））PHOTOぽち

から販売ページ情報の通知を受けた後速やかに、当該販 売ページ情報を参加者等に通知す

ること  （３）利用者又は利用者の手配するカメラマンが参加者等を撮影す ること及び本サ

イトに本写真等が掲載されることについて、参加者等に 告知の上、参加者等から許可を得

ること  （４）自ら又はカメラマンを手配して参加者等を撮影すること  （５）PHOTOぽち

が別途指定する方法及びデータ形式により本写真等を PHOTOぽちに入稿すること  （６）

前号に基づく入稿の際に、入稿する本写真等に係るイベントの 名称、開催日時及び開催場

所をPHOTOぽちが別途指定する方法により PHOTOぽち及びPCに通知すること  （））

参加者等の肖像権を適切に管理すること （８）本写真等の著作権等の権利関係を適切に管

理及び処理する こと  （））PHOTOぽち （業務委託先である PCを含む）から本商品の納

品を受 けた後速やかに、本購入者等に対して本商品を引き渡すこと（イベント 主催者が指

示する方法及び態様によりイベント主催者に対して引き渡 すことを含む。）  （10）第４号

の撮影に関連する問い合わせ、苦情、異議、請求等を 適切に処理すること  （11）その他、

PHOTOぽちが指示した業務  （12）前各号に附帯する業務 ）．前項の定めにかかわらず、

利用者以外の者がイベント主催者であ る場合には、利用者は、イベント主催者から本サイ

トにおける本写真等 の掲載及び本商品の販売に関する依頼を受けるものとし、この業務も 

本件業務に含まれるものとします。 ３． PHOTOぽちは、以下の各号の業務を行い、又は

PCをして行わせるもの とします。  （１）本サイトを運営すること  （））販売登録申込を

承諾する際に利用者に対して販売ページ情 報を通知すること  （３）販売登録に基づき本サ

イトに本写真等を掲載し、本商品の購入を希望する者からインターネットにより本商品の

購入申込みを受け付 けること  （４）受 した本商品を製作、梱包及び発送すること  （５）

次条に規定する収納代行業務及び精算業務 （６）発送した本商品に明らかな瑕疵があった

場合に PHOTO ぽちが別途定 める範囲で返品等の対応をすること （））毎月末日までに

計上された利用者の月額売上金額（後記、 第 8条 3項に定める。）を、翌月第１０営業日ま

でに利用者に報告す ること  （８）前各号に附帯する業務 ４．PHOTOぽちは、利用者の

承諾を得ることなく、本条第３項各号及び第 ６項に定める業務の全部又は一部を PC に委

託することができるものとし ます。また、PCは、利用者の許諾なく、当該委託を受けた業

務を第三 者に再委託することが出来るものとします。 ５．前各項に規定されない業務が発

生した場合には、利用者と PHOTOぽち とで別途協議の上、役割分担を定めるものとしま

す。 ６．利用者は、第１項第 10 号の業務のうち、顧客からの当初の問い 合わせを受信す



ることその他別途利用者と PHOTO ぽちと合意する範囲の業 務について、PHOTO ぽち

に対して委託するものとし、当該委託に係る費用は、 原則として次条第 3項第 3号の金額

に含まれるものとしますが、対応件 数の増加その他の事由により PHOTOぽちに当該金額

を上回る費用が生じた 場合には、PHOTOぽちがその増加費用の請求を行うことは妨げら

れないものと します。 

 

第８条 収納代行業務及び精算 

１．PHOTOぽちは、利用者が本購入者等に対して販売した本商品の代金 を、利用者に代

わって本購入者等から受領するものとします。利用者は、 PHOTO ぽちが本商品の代金を

利用者に代わって受領するために必要な権限 を利用契約の締結をもって PHOTO ぽちに

授権するものとし、また、PHOTOぽちが本 購入者等から本商品の代金を受領した時点を

もって、利用者が直接 本購入者に対して本商品の代金を請求することが出来なくなること

を異 議なく承諾するものとします。 ）．PHOTOぽちは、利用者に対して回収金額の精算

を行うものとします。 但し、利用者が本規約に違反したことその他の事由により、PHOTO

ぽちが利 用者に対して請求することができる損害、損失、費用等がある場合には、 PHOTO

ぽちは、回収金額の全部又は一部の精算を留保することが出来るも のとします。  

３．前項に基づく利用者に対する精算金（以下、「精算金」といいま す。）は、回収金額の

うち１か月間（月の初日から当月の末日までの 期間を意味します。）において PHOTO ぽ

ちの管理画面（利用者の販売登 録管理アカウントを意味する）に表示された金額（消費税

相当額込 みの金額。以下、「月額売上金額」といいます。）から以下の各号の金 額を差し引

いた後の残額（消費税相当額込みの金額とし、１円未満 は切り捨てるものとします。）とし

ます。  （１）当該月額売上金額に対応する本商品の製作費（消費税相 当額込みの金額）  （））

再掲載扱いの販売価格変更後に応じた本商品の製作費（消 費税相当額込みの金額）  （３）

当該月額売上金額から前各号の製作費を差し引いた残額に ５パーセントを加算した金額

（消費税相当額込みの金額）  

４．本商品の製作費の金額は利用契約において定めるものとし、 PHOTOぽちは、１か月

前までに利用者に通知することにより本商品の製作費 の金額を変更することができるも

のとします。  

５．PHOTOぽちは、毎月末日を締日として当月の月額売上金額及びこれに 対応する本商

品の製作費を締め、前項の規定に基づき当月分の精算 金を算出した上で、当該締日の属す

る月の翌月末日（末日が金融機 関の非営業日に該当する場合は、直後の営業日）までに、

振込み手 数料利用者負担にて利用者が別途指定する銀行口座に振り込む方 法で当該精算

金を利用者に支払うものとします。  

６．前項の定めにかかわらず、同項の規定により支払うべきものとされる 分配金の金額が

５０００円（消費税相当額を含まない金額）未満 の場合は、次回支払い時に繰り越すもの

とします。但し、精算金の金額 が３か月間連続して５０００円（消費税相当額を含まない



金額） 未満であったときは、最後の締日の属する月の翌月末日（末日が金融 機関の非営業

日に該当する場合は、直後の営業日）までに、振込み 手数料利用者負担にて利用者が別途

指定する銀行口座に振り込む 方法で当該精算金を利用者に支払うものとします。 

 

 

 

第）条 肖像権の取扱い 

利用者は、参加者等の肖像権の管理責任その他一切の責任を自ら 負うとともに、利用者又

は利用者の手配するカメラマンが参加者等を撮 影すること及び PHOTO ぽちが本サイト

において本写真等を掲載し本商品を販 売することについて、適宜の方法で参加者等に告知

し、イベントの開催 日までに参加者等から許可を得るものとします。 

 

 

 

 

第１０条 著作権の取扱い 

１．利用者は、PHOTOぽちに対し、本写真等の著作権が利用者又は利用 者の手配するカ

メラマンに帰属することを保証するものとします。  

）．利用者は、PHOTOぽちに対し、以下の各号に定める権利を許諾するも のとします。 

（１）本サイトに本写真等を掲載する権利  （））本写真等を複製、加工、編集又は改変（以

下この号において  「改変等」といいます。）する権利（利用者が本サイトにおいて販売登 録

に基づき本写真等を販売しようとする場合であって PHOTO ぽちが利用者か らの依頼又

は本サイトでの掲載に適合させる目的で当該本写真等の 改変等を行う権利及び本写真等

の二次的著作物を作成する権利を 含みます。） （３）販売登録に基づく販売中のみならず

販売終了後においても期 間の定めなく PC の管理又は保有するサーバにおいて本写真等を

保管し 参加者等及び参加者等から本写真等の閲覧を許可された第三者の 閲覧に供する権

利  （４）その他、本写真等を使用する一切の権利  （５）前各号の権利を第三者に再許諾す

る権利  

３．利用者は、カメラマンを手配して参加者等を撮影する場合には、 当該カメラマンから

本写真等の著作権（著作権法第））条及び第） ８条の権利を含みます。）の譲渡を受け、又

は当該カメラマンから利用 者が PHOTO ぽちに前項各号に定める権利を許諾することの

許諾を受ける等、 当該カメラマンとの間で PHOTOぽちが必要と判断する著作権に関する

権利処 理を行うものとします。  

４．本写真等について、利用者は、PHOTOぽち、PC、本商品の購入者及 び本商品の譲渡

（有償無償を問いません。）を受けたその他の者に対 し、自ら著作者人格権（公表権、氏名

表示権、同一性保持権）を 行使してはならないものとし、また、自己の手配するカメラマ



ンに著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使させてはなら ない義務を

負うものとします。 

 

 

 

 

 

第１１条 二次的著作物の取扱い  

１．PHOTOぽちが作成した本写真等の二次的著作物に関する著作権は、 PHOTOぽちに

帰属するものとします。  

）．利用者は、前項の二次的著作物に関して、PHOTOぽちの書面による事 前の承諾なく

して、利用者又は利用者の手配するカメラマンが有する当 該二次的著作物に係る権利を行

使できないことについてあらかじめ承 諾するとともに、当該カメラマンに当該二次的著作

物に係る権利を行使 させない義務を負うものとします。 

 

 

 

 

第１）条 個人情報  

１．利用者は、本サービスの利用及び本件業務の遂行に関連して 「個人情報の保護に関す

る法律」（平成１５年５月３０日法律第 ５）号。その後の改正を含む。以下、「個人情報保

護法」といいま す。）第）条第１項に定義されている個人情報（電子メールアドレス 及び

本写真等を含みます。以下、個人情報の複製物を含めて「個人 情報」といいます。）を扱う

場合には、利用者が同法第 5項に規定する 個人情報取扱事業者に該当するか否かに関わら

ず、個人情報保護 法に規定される各規定を遵守し、第三者への開示、漏洩を一切しては な

らず、善良なる管理者の 意をもってこれを取り扱わなければならない ものとします。  

）．利用者は、個人情報の適切な取扱いを確保し、個人のプライバ シー保護を図るため、

以下の各号に定める事項を遵守するものとします。 （１）PHOTOぽちから要求を受けた

場合には、個人情報の取扱いに関する 管理規程についての資料を提出すること  （））本サ

ービスを利用し又は本件業務を遂行する目的（以下、  「本目的」といいます。）に必要な範

囲を超えて個人情報を利用（複 製等を含みます。以下、本条において同様とします。）しな

いこと  （３）個人情報に関する資料・データを本件業務の履行場所から他 に持ち出さない

こと  （４）PHOTOぽちから開示を受けた個人情報について、PHOTOぽちから返却又は 

破棄の指示を受けた場合には、これに従うこと  

３．利用者は、本条第１項又は前項に違反する事実が判明した場 合には、直ちに書面又は

電子メールにてその詳細を PHOTOぽちに報告しなけ ればならないものとします。  



４．利用者は、前項の場合には、直ちに再発防止策を策定して実施 するとともに、その内

容を直ちに書面又は電子メールにて PHOTO ぽちに報告し なければならないものとしま

す。 ５．利用者は、本条第３項の場合において、第三者から苦情、異議、 請求等を受けた

ときは、直ちにこれを書面又は電子メールにて PHOTOぽちに 報告するとともに、双方で

協議し決定した方法に基づき、自己の費用と 責任においてこれを処理解決しなければなら

ないものとします。  

６．PHOTOぽちは、利用者による個人情報の適切な取扱いを確保する目 的又は利用者に

よる個人情報の管理状況を調査する目的で、利用者 に対し、PHOTOぽちが必要と判断す

る資料の開示又は利用者の事務所への PHOTOぽちの立入調査等、PHOTOぽちが必要と

判断する行為又は措置をとること を請求することができるものとし、利用者は、直ちにこ

れに応じなければ ならないものとします。PHOTOぽちは、開示を受けた資料又は立入調

査等を 実施する場合には、必要な範囲で業務委託先である PCとともに、これ を実施する

ことができ、利用者はあらかじめこれを了承するものとします。  

）．本サイトの会員登録によって得られた個人情報については、PC が 策定し本サイト上

で公表する「個人情報保護方針」及び「写真データ 等に関するプライバシーポリシー」の

定めに従って取り扱います。そのため、 利用者は、当該プライバシーポリシーの範囲内で

のみ当該個人情報を 利用することが出来ることについて、あらかじめ確認するものとしま

す。  

８．利用者は、個人情報保護法第 28 条第 1 項、第 29 条第 1項及び 第 30 条第 1 項に規定

される請求に関する業務を PHOTOぽちに委託するもの とする。また、利用者が、個別に

当該請求を受けた場合には、自らの責 任及び費用負担においてこれに対応するとともに、

PHOTOぽちに速やかに当 該通知を受けた旨を連絡するものとする。 

 

 

 

 

第１３条 サービスの変更・追加・廃止 

PHOTOぽちは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、第６条第３ 項各号に定める

業務の遂行を含む本サービスの提供を中断又は停止 することができるものとします。  （１）

本サービス用のサーバを含む本サービス用のシステム（以下、 「本サービスシステム」と

いいます。）の保守、点検、修理又は変更等を 行う場合 （））火災、停電、天災地変等の

不可抗力その他の事由により本 サービスの提供が困難になった場合  （３）本サービスシス

テムに障害が生じた場合 （４）電気通信事業者の提供する電気通信サービスの利用が困難 

になった場合  （５）第６条１項における利用者の業務の不備等により本サービス の提供が

困難な場合  （６）その他、PHOTOぽちが本サービスの提供の中断又は停止を必要と認 め

た場合 



 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条 本サービスの変更  

１．PHOTOぽちは以下の場合に、その裁量により、本規約を変更（追加、 廃止等を含む）

することができます。  （１）本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。  （））

本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要 性、変更後の内容の相当性、

変更の内容その他の変更に係る事情に 照らして合理的なものであるとき。  

）．PHOTOぽちは前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効 力発生日を定

め、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容 並びにその効力発生日を第５条に定め

る方法により、利用者へ通知し ます。  

３．本条第 1項）号の規定による本規約の変更の場合には、前項に 定める効力発生日が到

来するまでに同項による通知を行います。  

４．変更後の本規約の効力発生日以降に利用者が本サービスを利 用したときは、利用者は、

本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

 

 

 

第１５条 保証等  

１．利用者は、PHOTOぽちに対し、本写真等が以下の各号のいずれにも該 当せず、また

本利用契約の有効期間中、本写真等をこれらに該当させないことを保証し、又は誓約するも

のとします。  （１）法 に違反すること  （））第三者の著作権、商標権等の知的財産権を

侵害すること  （３）第三者の肖像権、名誉権、プライバシー権等の人格的権利を 侵害する

こと  

）．本写真等が前項各号のいずれかに該当すること又は該当するおそ れがあることを理由

として利用者 PHOTOぽち（業務委託先である PCを含む。 次項、20 条 1 項１号、21 条

及び 23条において同じ。）が参加者等 又はその他の第三者から苦情、異議、請求等を受け

た場合には、利用 者は、PHOTOぽちの指示に従い、自己の責任と費用においてこれを処

理解 決するものとします。  

３．前項の苦情、異議、請求等又はその処理により PHOTOぽちが損害を 被った場合には、



利用者は、PHOTOぽちに対し、その全ての損害（合理的な 弁護士費用を含みますがこれ

に限りません。）を直ちに賠償する責任を 負うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条 禁止事項 

１．利用者は、以下の各号のいずれかに該当する行為及び以下の各 号に該当すると

PHOTO ぽちが判断する行為を行ってはならないものとします。 （１）法 に違反する行

為又はそのおそれのある行為  （））公良良 に反する行為又はそのおそれのある行為  （３）

PHOTO ぽち、PC 又は参加者等若しくはその他の第三者の財産権 （知的財産権を含みま

す。）、肖像権、プライバシー権を侵害する行 為又はそのおそれのある行為  （４）PHOTO

ぽち、PC 又は参加者等若しくはその他の第三者を誹謗中傷 する行為 （５）前二号の他、

PHOTO ぽち、PC 又は参加者等若しくはその他の第三 者に不利益を与える行為又はその

おそれのある行為  （６）本サービスの運営、提供又は維持を妨げる行為  （））有害なコン

ピュータプログラム、電子メール等を送信する行為 （８）本サービスシステムその他

PHOTO ぽちのコンピュータに不正にアクセスす る行為 （））PHOTO ぽちが別途禁止

行為として定める行為  

）．利用者は、法 により販売が禁止されている商品若しくはサービス、 第三者の権利を

侵害するおそれのある商品若しくはサービス、PHOTOぽちが 別途販売禁止として利用者

に通知した商品若しくはサービス及び本 サービスのイメージに合致しないと PHOTO ぽ

ちが判断した商品若しくはサービス の販売を行ってはならないものとします。 

 

 

 

 

第１）条 反社会的勢力の排除に関する保証  

１．利用者は、PHOTOぽちに対し、利用契約の締結日のみならず、利用契 約締結の前後

を通じて、利用者及び自己の役員が暴力団、暴力団関 係企業、総会屋若しくはこれらに準

じる者又はその構成員（以下、総 称して「反社会的勢力」といいます。）ではないこと、利

用者及び自己 の役員が反社会的勢力に資金提供又はこれに準じる行為を行ってい ないこ

と並びに利用者及び自己の役員が商取引を通じて反社会的勢 力等の維持、運営に協力又は

関与していないことを保証するものとしま す。  



）．PHOTOぽちは、利用者が前項の保証に違反した場合又は違反したと疑 われる場合に

は、利用者に対して何ら催告をすることなく、利用契約及 び販売登録の全部又は一部を直

ちに解除することができるものとします。  

３．利用者は、本条第１項の保証に違反することにより、又は前項に 基づく解除により

PHOTOぽちが損害を被った場合には、PHOTOぽちに対し、その全 ての損害（合理的な

弁護士費用を含みますがこれに限りません。）を 直ちに賠償する責任を負うものとします。 

 

 

 

 

第１８条 委託  

１．利用者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託してはなら ないものとします。但

し、利用者は、PHOTOぽちの書面による事前の承諾を得 た場合に限り、本件業務の一部

を第三者に委託することができるものと します。  

）．利用者は、本件業務を第三者に委託する場合には、当該第三 者（以下、「委託先」とい

います。）の選任、監督及び委託先の作為 又は不作為の結果について、一切 PHOTO ぽち

に迷惑をかけてはならないもの とし、かつ、本規約に定める利用者の義務と同等の義務を

委託先に遵 守させる義務を負うものとします。  

３．利用者は、PHOTO ぽちから要求を受けた場合には、直ちに委託先に関 する情報を

PHOTOぽちに提供するものとします。  

４．利用者は、委託先の作為又は不作為により PHOTOぽち又は参加者等 その他の第三者

が損害を被った場合には、PHOTOぽち又は当該第三者に対 し、その全ての損害（合理的

な弁護士費用を含みますがこれに限りま せん。）を委託先と連帯して直ちに賠償する責任

を負うものとします。 

 

 

 

 

 第１）条 秘密保持 

 利用者は、本サービスに関連して知り得た PHOTO ぽちに関する一切の情報 及び

PHOTOぽちから貸与を受けた一切の資料（以下、総称して「秘密情 報」といいます。）に

つき、善良なる管理者の 意をもって管理し、本目 的以外の目的に使用し、又は譲渡等の

処分を行ってはならないものとし、 また、PHOTOぽちの書面による事前の承諾を得るこ

となしに、第三者に開示 漏洩してはならないものとします。但し、以下の各号に定める情

報につい ては、この限りではないものとします。  （１）知得する前に既に公知となってい

たことを証明できる情報 （））知得した後に利用者の責によることなく公知となったこと



を証明で きる情報  （３）本サービスに関連して知得する以前に利用者が既に知得してい た

ことを証明できる情報 （４）正当な権利を有する第三者から合法的に取得したことを証明 

できる情報  

 

 

 

 

第）０条 情報の配信 

 利用者は、以下の各号の事項にあらかじめ同意するものとします。  （１）PHOTOぽちが

利用者に対し、電子メールにてイベントに関する情報、 PHOTOぽち又は第三者のサービ

ス又は商品に関する情報その他の情報を配 信すること  （））前号の配信に必要な範囲にお

いて PCが PHOTOぽちに対し、利用者 の名称、電子メールアドレス、PHOTOぽちが利

用者に付した管理番号等を開 示すること 

 

 

 

 

第）１条 損害賠償 

 本規約に特に定める他、利用者は、故意若しくは過失により、又は、本 規約に違反するこ

とによりPHOTOぽちに損害を与えた場合には PHOTOぽちに対し、 その全ての損害（合

理的な弁護士費用を含みますがこれに限りませ ん。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。  

 

 

 

 

第））条 解約・解除 

１．利用者は、PHOTOぽちに対して利用契約解約希望日の１か月前まで に解約を希望す

る旨及びその理由を書面又は電子メールにて通知した 場合に限り、利用契約を解約するこ

とができるものとします。  

）．利用者は、販売登録の解約を希望する場合には、PHOTOぽちに対して 解約を希望す

る旨及びその理由を電子メール又は PHOTO ぽちが別途指定す る方法にて通知すること

により、いつでも販売登録を解約することができ るものとします。  

３．PHOTOぽちは、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合には、 利用契約及び

販売登録の全部又は一部を直ちに解除することができ るものとします。  （１）本規約に違

反した場合  （））破産手続開、、事事再生手続開、、会社更生手続開、、 特別清算若しく



は特定調停の申立又はこれらのための保全手続の申 立がなされあるいは受けた場合 （３）

自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合 （４）公租公課の滞納処分を受けた場合 

（５）その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安 が生じたと判断される

場合、若しくは将来において生じると判断される場 合  

４．PHOTO ぽちは、利用者に対して解約希望日の１か月前までに通知する ことにより、

いつでも利用契約及び販売登録の全部又は一部を解約す ることができるものとします。  

５．前各項に基づく解約又は解除は、本規約に基づく PHOTOぽちの利用者 に対する損害

賠償請求を妨げないものとします。  

 

 

 

 

第）３条 免責  

１．PHOTOぽちは、第１３条に基づく本サービスの中断又は停止、第１４ 条に基づく本

サービスの内容の変更により利用者又は参加者等その他 の第三者が被った損害又は損失

等について、PHOTOぽちに故意又は重大な 過失が認められる場合を除き、責任を負わな

いものとします。  

）．PHOTOぽちは、利用者が PHOTOぽちに本写真等を納品する過程において本 写真等

が破損等したことにより利用者又は参加者等その他の第三者が 被った損害又は損失等に

ついて、PHOTOぽちに故意又は重大な過失が認め られる場合を除き、責任を負わないも

のとします。  

３．PHOTOぽちは、本商品の配送中の事故により利用者又は参加者等そ の他の第三者が

被った損害又は損失等について、PHOTOぽちに故意又は重 大な過失が認められる場合を

除き、責任を負わないものとします。  

４．PHOTOぽちは、配送先の不在、転居、受け取り拒否その他の事由によ り本商品が受

領されなかったとしても、再発送の義務その他の義務を負 わないものとします。  

５．PHOTOぽちは、利用者、本商品の購入者その他の第三者が本商品を 紛失したとして

も、再発送の義務その他の義務を負わないものとします。  

６．PHOTO ぽちは、PHOTO ぽちが別途定める場合を除き、購入された本商品の 品質、

品質保持期間、本サイト上に掲載された写真等との一致、効果 等について、いかなる保証

も行わないものとし、利用者、購入者その他 の第三者が当該本商品に関して被った損害又

は損失等について、 PHOTOぽちに故意又は重大な過失が認められる場合を除き、責任を

負わな いものとします。 ）．PHOTOぽちは、利用者が本サービスの利用に際して参加者

等その他の 第三者に与えた損害又は損失等について、責任を負わないものとしま す。  

８．前各項を含め本規約に特に定める他、PHOTOぽちは、本サービスに関 連して利用者

又は参加者等その他の第三者が被った損害又は損失に ついて、PHOTOぽちに故意又は重



大な過失が認められる場合を除き、責任を 負わないものとします。  

）．前各項の規定又は本規約の他の規定にかかわらず、PHOTO ぽちが利 用者に対して損

害賠償責任を負う場合には、その上限額は PHOTOぽちが当 該賠償責任を負うこととなっ

た事由が生じた日が属する月以前の３ヶ月 間に PHOTO ぽちが利用者から受領した金額

を上限とするものとします。  

 

 

 

 

第）４条 権利・義務譲渡禁止 

利用者は、本サービスに関連する利用者の権利、義務を PHOTOぽちの書面 による事前の

承諾なしに、第三者に譲渡し又は担保に供してはならな いものとします。  

 

第）５条 準拠法・裁判管轄 

利用者及び PHOTO ぽちは、本規約又は本サービスに関連して利用者と PHOTO ぽち と

の間に紛争が生じた場合には、日本法を準拠法とし、その訴額に応じ て東京簡易裁判所又

は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とすることに合意するものとします。 

 

 

 

 

 


